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は じ め に 
平成２０年４月の組織再編により健康福祉部及び環境森林部の共同所管となり、３年目

を迎えました。この間、県民が健康で安全・安心できるくらしを快適環境のなかで享受で

き、しあわせが実感できる社会の実現を目指して、三重県における「衛生」、「環境」に関

する公設試験研究機関としての役割を的確に果たすため、｢健康･安全｣、｢環境創造｣に関す

る試験検査、調査研究、公衆衛生情報の収集・解析・提供、技術支援・研修指導の的確な

実施を通じて、健康福祉部所管の３本の施策「324 食の安全とくらしの衛生の確保」、「325
感染症対策の推進」及び「331 健康づくりの推進」、環境森林部所管の３本の施策「411 廃

棄物対策の推進」、「412 大気環境の保全」及び「413 水環境の保全」、並びに農水商工部所

管の施策「513 科学技術交流の推進」の目標達成に努めてきました。 
また、平時の試験検査、調査、サーベイランスの機能はもとより健康･環境危機管理機能

を充実強化し、不測の健康危機や環境汚染事故等の発生時には主担当部局の要請に迅速・

的確に対応し、行政判断や行政措置のための科学的・技術的根拠を提供できる態勢づくり

にも積極的に取り組んできました。 
具体的には、①当研究所のミッションを分かりやすく整理したシートを作成し、職員の

危機管理意識を高める、②外部研究評価、研究カンファレンス、研究成果報告会を通じて、

顧客本位の調査研究を推進する、③ISO9001QMS の継続的改善を図るとともに、その水平

展開に取り組み、適正で信頼性の高い検査結果を常に提供し、顧客の信頼と満足を一層高

め、公衆衛生の向上に貢献する、④所管部局との連絡調整会議、研究成果報告会等を通じ

て、顧客ニーズを把握し、そのニーズに的確に応える成果の創出や技術支援を推進する、

⑤外部専門研修（Off-JT）、プレリミナリー（学会発表前）プレゼンテーション等を通じて

、研究員の専門性、プレゼンテーション能力、発表コンテンツ、感性等をブラッシュ・ア

ップする、⑥創出された成果を職員相互で評価し合い、地方衛生研究所全国協議会、全国

環境研協議会の会長・支部長表彰の被表彰候補者をより多く推薦できるよう会長・支部長

被表彰実績等を所内職員で共有し、職員の取組意欲や満足度の向上に繋げる職場づくりを

形成する、等に取り組んできました。 
今年度は、県民しあわせプラン・第二次戦略計画の最終年度となります。過去３年間の

成果を踏まえて、施策・基本事業等の目標達成に向けて各種取組を一層強力に推進し、「県

民の健康で安全なくらしの確保」と「持続可能な循環型社会の創造」に貢献するとともに、

「科学技術交流の推進」や｢科学技術を通じた産業振興｣にも一定の役割を果たし、第三次

戦略計画へと繋げていく所存です。 
そのため、常に「誰のため、何のため、何を、いつまでに」を念頭において、健康・環

境危機管理への対応、行政経営品質向上活動への取組、環境マネジメントシステムによる

継続的改善取組等を強力に展開し、当研究所のミッションの実現に取り組みます。 
ここに、平成２２年度事業概要を作成しましたので、ご高覧のうえご指導・ご鞭撻賜り

ますようお願い申し上げます。 
 
平成２２年４月１日 

三重県保健環境研究所 
所長 大 熊 和 行 
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【機構及び業務内容】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大気環境の保全に係る試験検査及び調査研究

２ 大気汚染物質の試験検査及び調査研究 
３ 化学物質による環境汚染に係る試験検査及び

調査研究 
４ 悪臭物質に係る試験検査及び調査研究 等 
 

特別顧問 
（保健環境 
 研究所担当） 

１ 細菌、ウイルス、リケッチア等の試験検査及

び調査研究 
２ 病原微生物の分子生物学的な試験検査及び調

査研究 

３ 感染症の発生動向等に関する試験検査及び調

査研究 

４ 医薬品、化粧品及び家庭用品等の微生物学的

試験検査及び調査研究 
５ 先天性代謝異常検査 等 

 

１ 廃棄物資源化技術の試験検査及び調査研究 
２ 水環境の保全に係る試験検査及び調査研究 
３ 水質汚濁物質の試験検査及び調査研究 
４ 水質汚濁に係る廃棄物、底質、生物等の試験

検査及び調査研究 
５ 土壌汚染に係る試験検査及び調査研究 等 

１ 職員の身分及び服務の管理 

２ 予算及び経理、財産の管理 

３ 広報・広聴 

４ 保健衛生・環境保全研究の企画調整 

５ ISO14001 環境マネジメントシステム

の運用・管理 等 

企画調整課 

   （４名） 

疫学研究課 

（３名 内１名は 
精度管理監が課長兼務）

微生物研究課 

   （７名） 

所  長 

衛生研究課 

  （１３名） 

資源循環研究課 

   （７名） 

 

環境研究課 

（６名 内１名は 
副所長が課長兼務） 

副所長 

精度管理監 
１ ISO9001 品質マネジメントシステムの運用・管理 
２ 食品 GLP の信頼性確保部門業務 

  所の研究企画の総括 

１ 三重県感染症情報センターの運用管理 

２ 感染症、保健事象の疫学研究 

３ 健康づくりに係る調査研究 

４ 公衆衛生情報の収集・解析・提供 等 

１ 医薬品、化粧品、家庭用品等の安全性・有効性

に係る理化学的試験検査及び調査研究 

２ 食品、食品添加物、食品汚染物、生体試料等の

理化学的試験検査及び調査研究 

３ 毒物、劇物等の理化学的試験検査及び調査研究

４ 飲料水、温泉水等の試験検査及び調査研究 

５ 放射能の試験検査及び調査研究 等 

   副所長 
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Ⅰ 調査研究 
 
【疫学研究課】 
１ 地域健康課題の現状分析と対応戦略研究事業 

(1) 事業年度  平成21～23年度 
(2) 事業内容 

第３次国民健康づくり運動である「健康日本２１」を踏まえた三重県独自の健康づくり総合計画

「ヘルシーピープルみえ・２１」では、平成13年から10年間で目指す健康戦略が策定され、具体的

に掲げられた数値目標93指標121項目について、その達成状況が評価されてきた。 
一方、国では、生活習慣病対策の推進に係るメタボリックシンドロームの概念が導入され、都道

府県における健康増進計画の内容充実の必要性が指摘されるとともに、平成19年には計画改定のた

めのガイドラインが示された。 
このため、三重県では「ヘルシーピープルみえ・２１」の計画期間を2年間延長し、当初の計画

にメタボリックシンドローム、糖尿病等の重点的な取組に関する項目を追加して、目標達成に向け

た活動が開始されており、特に糖尿病に焦点を当てた「糖尿病対策事業」が計画されている。 
しかしながら、現時点では、新たに追加された指標である「メタボリックシンドローム該当者（

予備群）」、「糖尿病有病者（予備群）」等の現状把握方法に定まったものがなく、この方法を検討し

確立することが課題となっている。 
このことから、本事業では「メタボリックシンドローム該当者（予備軍）」、「糖尿病有病者（予

備軍）」等の現状把握（推計）方法の検討を行うこととし、平成21年度は人口動態データ、各種健

診データ活用の可能性を検討した。検討結果を基に、平成22年度は過去の老保健診データを用いて

地域間比較、経年変化等の分析を実施する。 
 

２ エイズ対策に向けたパートナー検診の推進に関する調査研究 
(1) 事業年度  平成22年度 
(2) 事業内容 

わが国のエイズ対策は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基

づき作成された“後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針（以下「エイズ予防指針」）

”に沿って講じられてきたが、平成18年に抜本的な見直しが行われ、①エイズが「不治の病」から

「コントロール可能な一般的な病」へと概念が変化したことを踏まえた施策展開、②都道府県等が

中心となって意識の普及啓発、検査、医療体制の再構築を図ること、③意識の普及啓発については

、同性愛者や青少年に重点を置いたものとすること等を骨子とした新たな「エイズ予防指針」が施

行された。また、近年、“エイズを発症して初めてHIVに感染していることが明らかとなる新規患

者割合（いきなりエイズ）”が高いとされているが、これは早期に検査を受ける者が少ないことが

原因の一つ”とされている。なお、わが国では性行動の若年化が顕著な女性で、他の先進国のよう

なHIV症例の増加はみられていないが、これも検査へのアクセス状況と合わせた検討が重要と考え

られている。 
本事業では、平成19年度から3年間実施した「性感染症予防推進戦略的サーベイランス研究事業

」による性感染症４疾患患者全数把握調査結果を基に患者の発生動向等を分析し、県内における「

HIV患者・感染者」発生リスクを検証する。検証結果を県内医療機関に提供するとともに、調査結

果の有用性、性感染症患者に対する「パートナー検診」の勧奨状況、検診受診状況、今後取り組む

べき対策等を内容とするアンケート調査を実施して、「パートナー検診」の重要性を周知する。ま

た、地域の性感染症対策に積極的に取り組む保健所職員、市町の感染症対策担当者、健康危機管理

室担当者等をメンバーとしたWGを立ち上げ、「パートナー検診」や「HIV検査」早期受検に取り組

む先進的な機関をベンチマークするとともに、これらを踏まえて次年度以降のエイズ対策に向けた

取組を策定する。 
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【微生物研究課】 
１ Serratia. liquefaciensの細菌学的特性の解析 

(1)  事業年度  平成22年度 
(2) 事業内容 

       平成 20 年夏、これまで注目されていなかった Serratia. liquefaciens による院内感染事故事例が発

生した。今回の院内感染事故事例で我々は使用済み点滴液、消毒綿、患者から分離した本菌が、薬

剤感受性試験、パルスフィールド電気泳動により、由来が同一であることを確認した。これまで

S. liquefaciens による院内感染が報告された例はなく、そのため消毒液や点滴中での動態、ヒトに対

する病原性等の解明がされていない。また、Serratia 属に属する細菌は、細菌分類において未だ流

動的な菌種が含まれていることから、本事例由来菌についても、遺伝子学的な方法を用いて同定を

行う必要がある。 
点滴液中、消毒液中での菌の動態を明らかにするために、点滴液、消毒液中に本菌を接種し、経

時的に菌数の変化を観察する。次に、点滴液、消毒液に極微量の発育促進物質を添加し、菌数の変

化を観察し、発育促進物質の菌の動態への影響を調べる。また、遺伝子学的手法により菌の同定を

行う。 
これらの科学的エビデンスをもとに医療関係者に注意を促すとともに、その対策についても啓発

する。 
 
２ 遺伝子解析を用いた結核感染動向及び多剤耐性結核菌に関する研究（健康危機管理室事業） 

(1)  事業年度  平成19年度～ 
(2) 事業内容 

    結核は、三重県でも新登録患者数が年間 300 人以上あり（2008 年は 328 人）、また、学校、医

療機関、高齢者福祉施設等における施設内集団感染の問題が発生している。 
地域における発生状況や集団感染時の発生源、感染経路等を明らかにし、発生拡大を防止するこ

とは最重要課題であるが、その予防対策の一翼を担う結核菌の遺伝子解析の情報が、県内にはほと

んどない状況である。このことから、県内の患者由来の結核菌について遺伝子解析を実施するとと

もに、そのデータを蓄積し、データベース化することで県の結核感染予防対策を推進すること、ま

た、多剤耐性結核菌対策として、臨床検体を用いた検査法についての検討を行い、より迅速な検査

結果を医療機関に提供することを目的とし、次の事項を実施している。 
   ・県内の結核患者から分離された菌株について遺伝子型別検査を実施し、そのデータを行政機関及

び医療機関が活用できるようデータベース化（年間約 50 検体） 
   ・RFLP 法と VNTR 法の検査感度及び精度の比較検討を実施し、これらを組み合わせたより迅速な

遺伝子型別検査法の確立 
   ・より迅速な多剤耐性結核菌の検査結果を提供するために、喀痰等臨床検体からの多剤耐性に関す

る検査法について検討 
平成21年度は、薬剤耐性に関与する遺伝子変異の検出方法において、Probeを使用しないリアル

タイムPCRで試み（HRM解析）、より検出効率が高く、手技、コストの面で有利な方法を検討し

た。 
平成22年度は検体数を増やし、耐性遺伝子の変異の場所が異なる場合でも検出可能かどうか検証

する。 
 
３ LAMP法による新型インフルエンザ（A/H1N1）の迅速診断の検討(岡三加藤文化振興財団研究助成) 
 (1) 事業年度  平成21～22年度 
 (2) 事業内容 
    新型インフルエンザA/H1N1(AH1pdm）は、季節性インフルエンザと臨床症状がほぼ同様であり、

季節性インフルエンザとAH1pdmを迅速に判別する方法はない。従来のRT-PCR法でのAH1pdm検出

には、概ね8～10時間要するが、リアルタイムRT-PCR法を用いると5～6時間に短縮される。 
そこで、さらに時間短縮が可能で簡便な遺伝子増幅法であるLAMP（loop-mediated isothermal ampl
ification）法によるAH1pdmのH1遺伝子検出を確立し、感度と特異性について検討する。 
 患者検体から分離したAH1pdm株を10倍階段希釈し、各希釈毎のRNAを抽出し、RT-LAMP法はLo
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opamp RNA増幅試薬キットを用いて、Loopampリアルタイム濁度測定装置(LA-320C)で65℃、60分
の反応を行い、検出感度と特異性を調べる。さらにリアルタイムRT-PCR法（国立感染症研究所法）

での検出を行い比較検討する。 
  

４ 細菌性食中毒の防止対策に関する研究（厚生労働科学研究費補助金） 
  分担研究：腸炎ビブリオ食中毒の防止対策に関する研究 
   腸炎ビブリオ食中毒は、平成 10 年まで急増した後に現在まで患者数は 1/10 以下に、事件数は 1/25

以下に減少した。しかし、その減少については対策の効果によるものか自然現象によるものか不明で

ある。このため、対策を講じた時期の魚介類の腸炎ビブリオ汚染と現在の汚染状況が異なるのか調査

の必要がある。平成 21 年度は、消費者が直接購入する小売店で購入したアカガイ、バカガイの調査

に研究協力者として参加したが、平成 22 年度も引き続き同調査に協力していく予定である。 

 
５ HRM による結核菌薬剤耐性試験の検討(東海乳酸菌研究会研究助成事業) 

(1) 事業年度  平成22年度 
(2) 事業内容 

結核は、現在でも集団発生や多剤耐性結核菌の拡大など公衆衛生上大きな問題となる感染症の一

つである。薬剤耐性試験の結果を早期に明らかにすることは、患者の治療期間の短縮や，医療費の

抑制に繋がり、さらに感受性のある薬剤のみを治療開始早期から使用することにより、新たな薬剤

耐性結核菌の出現の可能性を低減させることができる。しかし，結核菌の増殖速度は極めて遅く、

培養法による薬剤感受性試験には時間を要する。一方、結核菌の薬剤耐性の多くは特定の染色体遺

伝子の突然変異によるものとされており、これまで多くの薬剤耐性関連遺伝子が報告されている。

そこで培養法の結果を待たずにこれらの突然変異の有無を解析して薬剤耐性を検出するために、従

来の蛍光標識プローブを用いたハイブリダイゼーション法による融解曲線分析に加え、より感度が

高いとされる HRM（High Resolution Melting）解析により、結核菌の薬剤耐性遺伝子変異の検出

を試みる。 
 
 
【衛生研究課】 
１ 健康危機発生時における化学物質迅速検査マニュアル策定検討調査 

(1) 事業年度  平成22～24年度 
(2) 事業内容 

近年、食の安全･安心を脅かす事案が続発しており、特に中国産冷凍ギョウザから有機リン系農

薬が検出された事件は、消費者の食の安全に対する意識に多大な影響を与えた。このような健康危

機発生時には、迅速に原因物質を特定し、的確な検査を実施することにより、行政判断や行政措置

のための科学的･技術的根拠を提供することが求められる。しかし、その原因となる物質は有機化

学物質だけでなく、無機化学物質、カビ毒などの自然毒など多岐にわたっているため、原因物質の

特定に時間を要することが多い。 
本研究では、食品･飲料水等における健康危機発生時において、迅速かつ精確な検査結果を提供

するため、原因物質を特定していくためのスクリーニング法、さらにその特定された物質の定量法

などの検査法を確立し、迅速検査マニュアルとして策定する。 
 

２ いわゆる健康食品中の健康危害成分の試験法開発 

(1) 事業年度  平成22～23年度 

(2) 事業内容 

社会的な健康志向の高まりや健康食品市場の拡大・多様化とともに、多種多様な「いわゆる健

康食品」が手軽に購入できるようになった。しかし、これらのいわゆる健康食品の中には衛生管

理や安全・品質管理が徹底されていない製品が含まれていることもあり、なかには健康に悪影響

を及ぼす危険性のある製品もある。特に医薬品成分やその類似化合物が配合されている製品（無

承認無許可医薬品等）の摘発事例が後を絶たず、重篤な健康被害が発生している事例もある。ま

た、規制を必要とする化合物の増加や規制から逃れようとする製品の出現により検査の複雑化が

起こり、試験法の開発に必要な時間とコストが増加し全国的にも検査体制の整備が追いついてい
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ない。 
そこで、本研究事業ではいわゆる健康食品の中の無承認無許可医薬品等の健康危害成分（強壮

薬等）の試験法を確立し、検査体制の整備を行うことにより、違反発見時や健康被害発生時のよ

うな緊急事態における迅速な対応、買い上げ調査のような平時における行政検査へ適用すること

で、健康被害の未然・拡大防止に繋げることを目指す。 

 
３ 温泉のリスク管理を目的とした地下流体モデル研究 

(1) 事業年度  平成20～22年度 
(2) 事業内容 

温泉に関する事件・事故の全国的な発生を受け、可燃性天然ガスによる災害防止を主な内容とす

る改正温泉法（平成 20 年 10 月）の施行、環境省による「温泉資源保護ガイドライン」の策定など、

温泉に係る行政規制の再構築化が進むとともに、温泉に対するリスクへの対応が求められている。

本事業では、温泉に対するリスクを、可燃性天然ガスの賦存地域での災害リスク、過剰摂取が健康

上の問題となる温泉成分の飲用リスク、温泉資源の枯渇リスクの 3 点に着目する。 
災害リスクについては、可燃性天然ガスの地下賦存域において、地域性に対応した安全対策を行

うための基礎資料として、可燃性天然ガスの三次元分布モデルとその安全管理指標を作成する。ま

た、過剰摂取が健康上の問題となるフッ素やホウ素などを多く含む温泉において、これらの成分の

賦存量の多い地域について、地下挙動モデルとその衛生管理指標を作成する。 
これらのモデルと、関連する温泉成分のデータ、地質学的情報等を統一的に整理することにより、

温泉成分の地下挙動や他の源泉との競合影響範囲、また温泉成分の賦存量の推定の参考となる知見

を得て、温泉掘削許可等行政判断の基礎資料としての活用を目指す。 
 

 
【資源循環研究課】 
１ 水環境保全経常試験研究費（有害化学物質による土壌汚染の自然・人為由来推定に関する研究） 

(1) 事業年度  平成22～24年度 
(2) 事業内容 
 ア 土壌汚染対策行政支援について 

土壌汚染対策に係る汚染由来の行政判断に資するため、収集・整理した有害化学物質に係る既存

データ（平成 21 年度実施；環境危機管理科学的対策費）によりデータベースを構築し、行政に提

供する（平成 22 年度）。 
イ 有害化学物質による土壌汚染の由来推定方法について 

人為由来と自然由来が混在している場合、行政は時として汚染原因者の責任割合の明確化を求め

られる場合がある。 
   有害化学物質（本研究では重金属）の高濃度原因が人為由来か自然由来か判断するためには、一

般的に多大な労力と時間を必要とする。この判断を容易にするため、割合の推定方法を研究・開発

する（平成 22 年度～24 年度）。 
  

２ 廃棄物不法投棄現場の環境修復に関する研究 
(1) 事業年度  平成22～24年度 
(2) 事業内容 

三重県内には周辺環境に悪影響を与える恐れがある廃棄物不法投棄現場が存在しており、その現

場の環境修復が重要な行政課題となっている。 
    しかしながら、廃棄物の不法投棄現場では、投棄されている廃棄物が医療系廃棄物、廃塗料から

汚泥、焼却灰に至るまで多種類であり、それらが混在しているため、浄化は困難を極めている。 
    このような、廃棄物不法投棄現場の現在の状況把握及び浄化対策に関する調査研究を実施する。 
   現在三重県が行政代執行により修復を実施している現場の中でも、桑名不法投棄現場での事案は平

成 15 年の浄化開始から現在に至るまで、継続して揚水循環浄化を続けており、高濃度汚染地下水

の拡散防止については一定の進展が見られたが、揚水循環を停止すると汚染が再拡散してしまう恐

れがあり、今後の浄化対策を検討するためには、再調査が必要な事案である。 
    土壌汚染浄化に関しては、平成 15 年に土壌汚染対策法が施行され、その後、調査や浄化に関す

る技術が多く開発されてきた特に新しい分野で、微生物を利用したバイオレメディエーション技術
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に関する研究が多くなされており、嫌気性状態で有機塩素化合物を分解する微生物に関する研究が

多数報告されている。 
    それらの技術を用いて、ガソリンスタンド等地下水汚染現場でのバイオレメディエーションを利

用した環境修復など実汚染サイトでの利用実績も報告されている。 
    これらのことから、主な課題として、これらの微生物の調査技術なども利用して、桑名事案での

VOC汚染浄化及びBOD低減を目的とした調査研究を行う。 
 
 
【環境研究課】 
１ 環境大気中微小粒子状物質（PM2.5）の実態調査研究費 

(1) 事業年度  平成22～24年度 
(2) 事業内容 

  大気汚染物質である浮遊粒子状物質（SPM）のうち、粒子径（2.5µm）が小さい微小粒子状物質

（PM2.5）は、発がん性や変異原性を有することから、人の健康に悪影響を及ぼすことが懸念され

ている。このため、平成21年9月9日には微小粒子状物質（PM2.5）に係る環境基準及び標準測定法

が設定された。そこで、本研究では標準法で得られる測定値と簡易採取法との関連を調査するとと

もに、県内の微小粒子状物質（PM2.5）濃度を長期的かつ広域的に把握し、汚染の要因や変遷を解

析し、大気環境の保全の推進に寄与する。 
 
２ 大気環境保全経常試験研究費 
（工場等から排出される揮発性有機化合物（VOC）分析法に関する研究） 
(1) 事業年度  平成22～23年度 
(2) 事業内容 

    ベンゼンやジクロロメタン等の揮発性有機化合物（VOC）は、大気汚染物質である光化学オキ

シダント（Ox）や浮遊粒子状物質（SPM）の原因物質の一つされていることから、平成 18 年 4 月

に排出規制が実施された。本研究では、今後増加すると予想される行政ニーズを踏まえ、揮発性 
   有機化合物（VOC）の測定技術を確立するとともに、工場・事業場からの排出実態を把握し、今

後の大気保全の推進に寄与する。 
 
３ 赤潮・底泥対策技術対策開発事業費 

(1) 事業年度  平成19～22年度 
(2) 事業内容 

    水産研究所を中心に林業研究所等が参画して共同で取り組んでいる本事業では、閉鎖性海域にお

いて貧酸素や赤潮の発生原因となる海底堆積汚泥について、その堆積の過程を把握して陸域－海域

の相互作用を明らかにするとともに、陸域からの流入物質が赤潮プランクトンの増殖や藻場の分布

など海域環境に及ぼす影響を解明することとしている。 
このうち当研究所では、陸域起源物質の海域への寄与率等を明らかにするため、陸域の堆積物や

海域の底質等に含まれる陸域高等植物由来のｎ－アルカン（C20～C35）に関する検討を分担して

いる。 
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Ⅱ 試験検査 

 
１ 行政検査 
 
【微生物研究課】 
１ 感染症発生動向調査事業 

 感染症の早期発見と防止を目的として実施している感染症発生動向調査事業は、県下 25 定

点医療機関（病原体検査定点）の検体を対象に微生物検査及び抗体検査を行う。  
 

 
 定点医療機関 ・基幹定点 

桑名市民病院、市立四日市病院、鈴鹿中央総合病院、三重大学医学部附属病院、
    松阪中央総合病院、山田赤十字病院、岡波総合病院、尾鷲総合病院、紀南病院
・小児科定点及びインフルエンザ小児科定点 
まつだ小児科クリニック、三原クリニック、落合小児科医院、 
国立病院機構三重病院、イワサ小児科、さかとく小児科、   

・インフルエンザ内科定点 
鈴鹿回生総合病院、国立病院機構三重中央医療センター、名張市立病院 

・眼科定点  
三木眼科 

 
 検査対象 
 疾  患 

インフルエンザ、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、
手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、風しん、ヘルパンギーナ、麻しん、
流行性耳下腺炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、RS ウイルス感染症、急性
出血性結膜炎、流行性角結膜炎、無菌性髄膜炎、細菌性髄膜炎、他  

 
 検査状況  Ａ 微生物検査 

 ① 咽頭ぬぐい液 
   インフルエンザ AH1pdm、AH1、3、B 型、ヘルペス 1 型、RS ウイルス、 

コクサッキ－A 群 16 型、アデノ 1、2、3、5、の各ウイルス、A 群溶連菌 

  ② 糞 便 
     A 群ロタ、アデノ 2、7、40/41、アイチ、サッポロ、ノロ、 

エコー13、エンテロの各ウイルス 
  ③  髄  液 

    エコ－ウイルス 13、24、リステリア 
④ 結膜拭い液  

  エンテロウイルス 
⑤ 血液、血清 

     ブルセラ属菌、リケッチア類、インフルエンザ等抗体検査 
⑥ 尿 

   クラミジア、ブルセラ属菌 

 
 

 B 血清中の抗体検査 
   急性期と回復期の血清を用いて分離された微生物に対する抗体検査を実施 

 検 体 数 
 

  A 微生物検査（咽頭拭い液、糞便、髄液、結膜拭い液等） ：800 検体 
  B 血清中の抗体検査（急性期及び回復期をペアとして）   ：120 検体 

 
２ 感染症流行予測事業 
 感染症の早期発見と流行防止を目的として実施している感染症流行予測事業は、厚生労働省の指定す

る感染症等を対象に微生物検査及び抗体検査を行う。本県では、感染源調査として日本脳炎及び新型イ

ンフルエンザについて豚におけるウイルス及び抗体検査を実施する。また、感受性調査として日本脳炎、

風しん及び麻しんについて県民の年齢別抗体保有状況調査を行う。 
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対象疾患 調査時期 調査法 検 査 対 象 検 査 方 法 等 
 インフル 
 エンザ 

・流行期前 
・流行期 
・豚は通年 

感受性 
感染源 

・流行期前の年齢別血清 
集団、散発発生例の患者急性期、

回復期血清、鳥型インフルエンザ

・豚のインフルエンザ抗体、ウイル

ス検索 

抗体検査は HI 法 
ウイルス分離は MDCK 細

胞及び発育鶏卵 

 風しん、 
麻しん 

8～10 月  感受性 ・三重中央医療センター等で採取  抗体検査は HI 法又は PA 法

日本脳炎 6～10 月 
 

感受性

感染源 
医療機関等の提供血清 
三重県松阪食肉公社で豚の血清採

取 

抗体検査は HI 法 
高抗体価の検体は 2-ME 感

受性抗体検査も実施 

 
３ 感染症等対策事業 
  海外旅行者や海外からの渡航者等において下痢症等が認められ、感染症の疑いが持たれる者について

コレラ、腸チフス、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢等の防疫の見地から、津保健福祉事務所総合

検査室で対応できない検査項目について病原体の分離同定等の検査、分離菌のPFGEによるDNA解析、

国立感染症研究所への菌株送付を行う。 
 
４ 食中毒等原因微生物検査 
 食中毒や有症苦情に際し、津保健福祉事務所総合検査室で対応できない検査項目について、原因微生

物の究明に必要な試験等を実施する。 
 
５ 養殖魚、鶏卵、蜂蜜等の残留抗生物質検査 
 食の安全・安心確保のため、県内産の養殖魚、県外産の養殖魚、輸入食肉、蜂蜜等の残留抗生物質の

検査を行う。これらの食品は抗生物質の残留基準値を超えて残留してはならない。 
 

検 査 対 象 検体数 検 査 対 象 内 訳 対象抗生物質 
  養 殖 魚 30  ニジマス、ヒラメ、マダイ、 

 ハマチ  等 
・β－ラクタム系 
・アミノグリコシド系 
・テトラサイクリン系 

  蜂  蜜 5  レンゲ、クロ－バ－、ミカン等 ・β－ラクタム系 
・アミノグリコシド系  
・テトラサイクリン系 
・マクロライド系 

  食肉、鶏卵、
牛乳 

52  輸入豚肉、牛肉、鶏卵、牛乳   ・β－ラクタム系 
 ・アミノグリコシド系 
 ・テトラサイクリン系 
・マクロライド系 

 
６ 血液製剤無菌試験 
  昭和 51 年 3 月 12 日付薬第 221 号厚生省薬務局長通知に基づき血液製剤への細菌及び真菌混入の有無

を検査する。血液製剤は薬事法により細菌及び真菌が混入してはならないとされている。 
 

検査対象項目 検体数 検 査 対 象 内 訳 

 細菌否定試験 不定 

 真菌否定試験 不定 

 ・保存血液（A、 B、 O、 AB 各型） 
 ・白血球除去赤血球浮遊液 
 ・赤血球 MAP、洗浄赤血球 
 ・新鮮凍結血漿 
 ・濃厚血小板 
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７ 先天性代謝異常等検査事業 
  新生児の代謝異常を早期に発見し、治療することにより、障害等の発生を未然に防止することを目的

として先天性代謝異常等検査を実施する。 
 

疾 患 名 検 査 項 目 検 体 数 
 フェニ－ルケトン尿症 
 メ－プルシロップ尿症 
 ホモシスチン尿症 
 ガラクト－ス血症 
 先天性甲状腺機能低下症※ 
 先天性副腎過形成症※ 

 フェニ－ルアラニン 
 ロイシン 
 メチオニン 
 ガラクトース 
 甲状腺刺激ホルモン（TSH）  
 17-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ（17-OHP） 

 
 
  6 疾患 
 約 17,000 
 
 

         ※三重大学医学部小児科学教室で実施 
 
 
【衛生研究課】 
１－１ 食品衛生検査（健康福祉部関係） 

食品衛生法に基づき、食品添加物等及び食品汚染物に係る収去検査を行う。 
 

区  分 検   査   項   目 検体数 ※ 
 
食品添加物 

  
 品質保持剤（プロピレングリコ－ル） 
 調味料（グルタミン酸ナトリウム） 
 防かび剤（イマザリル等 4 項目） 
 甘味料（サイクラミン酸等 2 項目） 
 発色剤（亜硝酸ナトリウム） 
 酸化防止剤（ブチルヒドロシキアニソール等 2 項目） 
 保存料（ソルビン酸等 9 項目） 
 着色料（合成着色料） 
 漂白剤（二酸化硫黄・亜硫酸塩類） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   計  257 

 
食品汚染物 

 

  
有機塩素系農薬  （BHC、DDT  等 10 項目） 

 有機リン系農薬  （DDVP、EPN  等 29 項目） 
 カーバメート系農薬（イソプロカルブ等 11 項目） 
 有機窒素系農薬  （ビテルタノール等 24 項目） 
 有機硫黄系農薬  （ジメチピン  等  2 項目） 
 ピレスロイド系農薬（シハロトリン 等 11 項目） 
 炭化水素系農薬  （シンメチリン） 
 組み換えＤＮＡ  （大豆、トウモロコシ） 
 アレルギー食品  （乳等 6 項目） 
 残留合成抗菌剤  （サルファ剤 等 12 項目） 
 残留抗生物質   （オキシテトラサイクリン） 
 残留内寄生虫用剤 （フルベンダゾール、イベル 
           メクチン） 
 溶出試験          （重金属） 
蛍光物質 
                   等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  計 393 

※ 四日市市依頼分を含む 
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１－２ 食品衛生検査（農水商工部関係、健康福祉部関係） 
食品衛生法等に基づき、魚介類の食品汚染物等の検査を行う。 
 

区  分 検   査   項   目 検体数 ※ 
 
食品汚染物 

  
 有機スズ化合物（TBTO 等 2 項目） 
 貝毒（麻痺性貝毒、下痢性貝毒） 
総水銀・PCB 

 

 
 
   計  62 

 
２ 医薬品行政検査（健康福祉部関係） 

薬事法に基づき、医薬品等に係る収去検査を行う。 
 

品   目 検体数 検  査  項  目 
 県内産医薬品、 
医薬部外品等 5 県承認医薬品等の規格試験 

 国指定品 10 溶出試験  
 
３ 医薬品製造承認審査（健康福祉部関係） 

医薬品製造承認申請書（知事承認に係るもの）の規格及び試験方法の内容審査を行う。 
 
４ 家庭用品行政検査（健康福祉部関係） 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、家庭用品に含まれる有害物質の行政検査

を行う。 
 

品     目  検体数      検  査  項  目 
 繊維製品、洗浄剤、 
 エアゾル製品 等 36 ホルムアルデヒド、メタノ－ル、洗剤 等 

 
５  無承認医薬品・指定薬物対策事業（健康福祉部関係） 
  ダイエット、強壮を標榜する健康食品等に医薬品成分を故意に配合した無承認医薬品や精神毒性の高

い違法ドラッグ（指定薬物）による健康被害は多数報告されている。これを受け、薬務食品室は、こう

いった疑いのある製品を買い上げ、当所で無承認医薬品・指定薬物が含有されていないか試験検査を行

う。（検体数 10 件程度） 
 
６ 温泉行政検査（環境森林部関係） 

(1) 源泉調査 
既設温泉の保護対策及び新規温泉開発への指導を行うための基礎資料としての活用を目的として、

温泉の成分変化（泉質低下）を把握するため、調査対象地域における実態調査を行う。 
  ① 調査件数：約 25 件（鈴鹿・松阪管内で実施予定） 
  ② 調査内容 
    ア) 現地調査：ゆう出量、泉温、利用状況等 
    イ) 成分分析：ナトリウム、カリウム、メタケイ酸等の主要成分 9 項目 

(2) 温泉利用施設の浴槽水質検査 
温泉の適正利用を図るため、県内約 30 施設について温泉法に基づく立入検査を行い、浴槽水を中心

とした温泉成分等の分析を行う。また、これまでの調査で、分析結果が掲示された成分数値と異なる

など、温泉浴槽水質検査等実施要領に定める条件に該当する施設に対し、詳細な 2 次調査を行う。 
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７ 水道水質精度管理事業（環境森林部関係） 
  三重県水道水質管理計画に基づき、当所を実施主体として水道水質検査の外部精度管理及び内部精度

管理事業を行う。実施対象機関は、自己検査施設を有する市町の水道事業者、企業庁の水質検査室、水

道法第 20 条に基づく登録機関であり、県内で 15 機関が対象である。 
 
 
【資源循環研究課】 
１ 公共用水域（河川）の水質検査（環境森林部関係） 
  水質汚濁防止法に基づき、県下の主要河川の水質汚濁の状況を常時監視するため、県内 32 河川 43

地点（補助地点を含む。）の水質測定を行う。 
   

対  象 区  分 項 目 数 
生活環境項目 pH、BOD、SS、大腸菌群数等 
健康項目 Pb、CN、Cd、Hg等 
要監視項目 T-Mn、Ni、クロロホルム等 

約 5,700 項目 

 
２ 水質汚濁防止法等に基づく規制対象工場・事業場の排水検査（環境森林部関係） 

 水質汚濁防止法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制対象工場・事業場への立入検査

において採取された排水の検査を行う。 
 

区  分 項  目 項 目 数 
生活環境項目 pH、BOD、SS、大腸菌群数等 約 1,700 
健康項目 Pb、CN、Cd、Hg等 約 400 
総量規制項目 COD  約 200 

 
３ 産業廃棄物の溶出試験及び最終処分場の浸出液の検査（環境森林部関係） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき行われる排出事業者、処理業者等の監視指導において採

取された産業廃棄物の溶出試験及び最終処分場浸出液等の検査を行う。 
 

区  分 項  目 項 目 数 
一般項目 ｐH、BOD、COD、T-N、T-P等 約 600 

有害項目 
Cd、CN、Hg、As、Se、VOC、 
PCB、農薬等の有害物質 

約 1,200 

 
 
【環境研究課】 
１ 大気汚染防止法等に基づく規制対象工場への立入検査（環境森林部関係） 

 大気汚染防止法及び県条例に基づき、ばい煙発生施設等を有する工場・事業場に立入検査を行う。 
 

測 定 項 目 立入施設数等

ばいじん測定 25 
有害物質測定（NOx） 
有害物質測定（HCl 等） 
揮発性有機化合物（VOC） 

25 
25 
8 
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２ 有害大気汚染物質モニタリング調査（環境森林部関係） 
  有害大気汚染物質に係る健康影響評価及び対策の推進に寄与するため、大気汚染防止法第 18 条の 23

の規定に基づき大気汚染状況の把握を目的に以下の調査を行う。 
  ① 調査地点：4 地点（桑名、松阪、鈴鹿、伊賀） 
  ② 調査回数：12 回／年（月 1 回） 

③ 測定項目：計 19 物質 
4 地点×VOCｓ9 物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニト

リル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1，２―ジクロロエタン、ジクロロメタン、１，３－

ブタジエン） 
2 地点×その他 10 物質（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンゾ［a］ピレン、ニッケル

化合物、砒素及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム化合物、水銀及びその化合物、ベ

リリウム及びその化合物、酸化エチレン） 
 

３ アスベスト除去等作業周辺モニタリング調査（環境森林部関係） 
  大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に伴って発生するアスベスト繊維について、敷地境

界における環境濃度測定を行う。（50 作業場） 
 
４ 微小粒子状物質（PM2.5）調査（環境森林部関係） 
  平成 21 年 9 月 9 日に微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準が設定されたことから、県内 5 地点で、

その濃度の実態調査を行う。（調査地点：鈴鹿市、松阪市、伊勢市、伊賀市、尾鷲市） 
 
 
２ 委託調査 
 
【衛生研究課】 
○ 環境放射能測定調査（文部科学省委託事業） 

三重県内にある環境試料や食品を対象に、日常の環境放射能レベルの測定を行うことにより、原子力

の平和利用の推進及び放射能障害の防止に資する。また、国外における原子力関係事象発生等緊急の際

の三重県内での対応（測定）体制を維持する。 
 

 (1) 平常時一般測定 
 

測定試料名 測定試料数 放射能測定種類 
 大気浮遊じん 
 降下物 
 降水 
 陸水（上水） 
 陸水（河川水）  
 土壌 
 穀類（精米） 
 野菜類（だいこん） 
 野菜類（ほうれんそう） 
 茶 
 牛乳 
 魚介類（まだい） 
 海産生物（わかめ） 
 海産生物（あさり） 
 [空間線量率] 
  モニタリングポスト 

    4（年 4 回） 
    12（毎 月） 
        降雨毎 
    1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    2（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    2（年 1 回） 
     1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
    1（年 1 回） 
 
      連 続 

 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 全β線測定 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 Ge－γ線核種分析 
 
 NaI－γ線測定 
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 (2) 分析精度管理 
 模擬牛乳１試料、模擬土壌１試料、寒天 5 試料を作成し、放射能分析専門機関と 109Cd、60Co、131I、
137Cs、54Mn、59Fe、139Ce等の放射性核種を同時分析し、放射能測定の精度管理を行う。 

 
 
【資源循環研究課】 
○ 伊勢湾広域総合水質調査（環境省委託事業） 
 伊勢湾の水質汚濁の実態を総合的に把握し、効果的な汚濁防止対策を講ずるための資料とする。 

   ① 調査地点    湾内13地点  上・下層  年4回（底質は湾内3地点） 
   ② 調査項目  pH、COD、 T-N、T-P等（水質） 
           pH、粒度組成、酸化還元電位等（底質）    
                            延 110 検体  約 1,300 項目 
 
 
【環境研究課】 
○ 化学物質環境実態調査（環境省委託事業） 

既存化学物質による環境汚染の未然防止に寄与することを目的として、環境中（四日市港、鳥羽港の

水質・底質、四日市市内の大気）における有害化学物質の汚染濃度レベルを把握するため以下の調査を

行う。 
 (1)  初期環境調査 
   化審法指定化学物質、非意図的生成化学物質及び社会的要因から必要とされる物質を対象として、

環境残留状況が明らかでない物質について、環境中の残留を確認する。 
 (2) 詳細環境調査 
   化審法指定化学物質、非意図的生成化学物質及び社会的要因から必要とされる物質を対象として、

環境残留状況が確認された物質について、環境中の残留量を精密に把握する。 
 (3)  モニタリング調査（試料採取のみ） 

難分解性あるいは生物への蓄積性が高い物質（POPｓ条約（ストックホルム条約）対象物質、化審

法特定化学物質等）を対象として、定期的に残留性を追跡する。 
 
 
３ 一般依頼検査 
 
【微生物研究課】 
○ 医療機関、保健所、民間検査施設、地方公共団体、食品・薬品会社、県民からの一般依頼検査 
 （法律等基づく検査又は民間の検査機関が対応できない検査について対応します。） 
 

検査項目 件数 検査項目 件数 
診療関係検査 
尿、血液、穿刺液等からの細菌
検査 
ウイルス分離、同定検査 

 
不定  

水等の検査 
 

 
不定   

 糞便中の細菌（下痢症） 
 血液中の細菌（菌血症） 
 ウイルス免疫学的検査 
 石炭酸係数 

 
不定  

薬品、食品、その他の検査 
 複雑な食中毒細菌検査 
 腸内細菌特殊検査 
 真菌類     等 

 
不定 

   

 無菌試験  不定  その他 不定   
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【衛生研究課】 
１ 医薬品等製造承認規格試験 

 事業者等からの依頼により、医薬品の日本薬局方適否試験もしくは、医薬品製造承認申請書適否試験

を行う。 
 
２ 飲料水等水質試験 

  住民、事業者、市町からの依頼により飲料水等の健康に影響する特殊な成分、あるいは特に複雑な操

作を必要とする項目について水質試験を行う。 
 
３ 温泉分析 
 当所は、温泉法に基づく登録分析機関（三重県知事登録第１号）に登録されている。一般から依頼さ

れた地下水を分析し、温泉法に基づく温泉基準に適合するか否かを判定する。保健環境研究所職員が現

地調査を合わせて実施する。 
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Ⅲ 公衆衛生情報の解析、提供 
 
【疫学研究課】 
１ 感染症発生動向調査情報の収集、解析、提供（三重県感染症情報センター業務） 
 (1) 事業年度  平成 5 年度～（現行システムは平成 11 年度～） 
 (2) 事業内容 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）等に基づき、「三重県感

染症情報センター」としての役割を果たすため、県内すべての医療機関から直ちに届出される 1
類感染症～4 類感染症（58 疾患）、県内すべての医療機関から 7 日以内に届出される 5 類感染症（16
疾患）、県内の指定届出機関（定点医療機関）から週単位で届出される 5 類感染症（18 疾患）、月

単位で届出される 5 類感染症（7 疾患）、新型インフルエンザ等感染症（2 疾患）の合計 101 疾患に

加え、三重県独自の報告制度により県内の小児科指定医療機関から週単位で報告されるマイコプラ

ズマ肺炎及びクラミジア肺炎の患者発生情報と病原体検出情報を収集・解析し、トピック情報、週

報、月報、年報等として、さらには WHO（世界保健機関）、CDC（米国疾病対策センター）等か

ら発表される海外における重要な感染症発生状況等（訳文）について、以下に示す方法により迅速

かつ的確に情報提供を行う。 
① 三重県感染症情報センターホームページ（URL http://www.kenkou.pref.mie.jp/）による情報提供 
② 地区医師会単位の感染症情報メーリングリストによる情報提供・交換 
③ e-メール（アドレス center@kansen.kenkou.pref.mie.jp）による情報提供 
④ インターネット・ファクシミリ送信による情報提供 
⑤ fax・郵送による情報提供（保健所経由） 
⑥ 月刊三重県医師会報（三重医報）への情報掲載 
⑦ 事業年報の発刊 

 
２ 健康指標運用管理システムの改良とデータベースの更新 

(1) 事業年度  平成17年度～ 
(2) 事業内容 

三重の健康づくり総合計画「ヘルシーピープルみえ・21」を的確に推進するとともに、その進行

管理を科学的かつ効果的に行うため、平成 14 年度から、同計画の主要な数値目標である健康寿命

推計手法の検討と、健康寿命をはじめとした各種健康指標の収集・解析・提供が可能となる健康指

標運用管理システム（データベースシステム、データ処理システム、情報提供システムの 3 サブシ

ステムから構成し、インターネット web でアクセス可能なシステム）の開発を行った。平成 17 年

度には、健康寿命の推計手法である介護保険法に基づく要支援・要介護者数を基礎とした性・年齢

階級別自立率を用いる Sullivan 法の年齢階級区分を再検討し、より高精度な推計手法を確立した。     

また、その研究成果を日本公衆衛生雑誌 2006 年 53 巻 6 号に掲載した。 
一方、健康指標運用管理システムについては、平成 17 年 4 月からの試行運用を経て、平成 18

年 1 月に本格運用を開始した。なお、平成 18 年度以降も、健康寿命については、その算定基礎と

なる年度別の人口静動態データ、介護保険データを引き続き収集し、経年推移等の情報を提供する

とともに、健康指標運用管理システムについても、データベース更新等に取り組んでいる。 
 
 
【微生物研究課】 
○ 感染症病原体検出情報の提供 
 (1) 事業年度   平成 5 年度～ 
  (2) 事業内容 

県下各定点医療機関から搬入される検体からの検出病原微生物等の情報を「感染症検査情報オン
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ラインシステム」により感染症情報センターへ提供する。また、県内で検出された志賀毒素産生性

大腸菌、腸チフス菌や当課が分離したインフルエンザウイルスを国立感染症研究所へ送付し、同研

究所から還元されたDNA解析結果、抗原性解析結果を健康危機管理室等に情報提供する。 
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Ⅳ 研修指導 
【疫学研究課】 
○ 情報専門職養成研修 
  対 象：県保健福祉事務所・市町保健センター等地域保健関係職員（10 機関程度） 
  時 期：通年 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：県保健福祉事務所（保健所）・市町保健センター等が行う地域保健関係事業の計画段階から、

調査設計、調査の実施、調査結果のExcel、統計解析ソフト等によるデータ処理と解析、結

果の評価と取りまとめ等に対する技術支援をOJT方式で行い、的確な事業実施と施策実現に

貢献する。 
 
【疫学研究課・微生物研究課】 
○ 医師臨床研修 

対 象：研修医師（計 20 名程度） 
  時 期：通年 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：研修医師を対象として県保健福祉事務所（保健所）が行う地域保健研修の一環として、三重

県感染症情報センター業務と疫学研究、病原体検査と調査研究についての研修を行う。 
 
【微生物研究課】 
１ 医薬品からの細菌の分離同定技術研修 

対 象：県内医薬品製造会社品質管理部門職員（約 10 名） 
  時 期：平成 22 年度中  
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：医薬品から細菌等の分離法及び分離菌の同定法に関する研修を行う。 
 
２ 病原微生物検出試験法研修 

対 象：健康福祉部職員等 
  時 期：平成 22 年度中  
  場 所：保健環境研究所・津保健福祉事務所総合検査室 
  内 容：病原微生物検査に関する研修を行う。 
 
 
【衛生研究課】 
１ 水質分析技術検討会 
  対 象：水道水質精度管理参加機関の検査担当職員（約 30 名） 
  時 期：平成 22 年 12 月（1 日間） 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：精度管理結果をもとに、水質分析に関する技術的な支援を行う。 
 
２ 食品分析研修指導 
  対 象：食品衛生監視員等（若干名） 
  時 期：平成 22 年度内（1 日間） 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：食品汚染物分析に関する試験操作及び技術指導 
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３ 健康福祉部インターンシップ等研修指導 
  対 象：インターンシップ研修生等（若干名） 
  時 期：平成 22 年度内（数日間） 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：食品・医薬品・温泉水等の成分分析に関する試験操作及び技術指導 
 
 
【資源循環研究課・環境研究課】 
１ 学生対象研修 
  対 象：県内外高等教育機関学生（2、3 名程度） 
  時 期：夏季等中心に要請を受けて実施（不定期） 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：環境分析測定に係る技術研修 
 
２ 海外研修員の受入 
  対 象：中央アジア、中国等の海外研修員（10 名程度） 
  時 期：ICETT等の依頼により実施（不定期） 
  場 所：保健環境研究所 
  内 容：環境分析測定、環境調査手法等に係る技術研修 
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Ⅴ 科学技術の普及 
 
１ 科学技術週間施設一般公開 
  対 象：一般県民 等 
  時 期：平成 22 年 4 月 12 日（月）～16 日（金） 
  場 所：三重県保健環境研究所 
  内 容：施設見学ツアー（午後 2 時から 1 時間程度） 
 
２ 夏休み科学体験教室 
  対 象：小中学校生及び保護者 等 
  時 期：平成 22 年 7 月 17 日（土）～18 日（日） 
  場 所：三重県保健環境研究所 
  内 容：各研究課でテーマを設定して、三重県環境学習情報センターが実施するエコフェアに出展を

予定している。 
 
３ 出前トーク 
  対 象：一般県民（希望のある課） 
  時 期：平成 22 年度 
  場 所：希望の場所（公民館等） 
  内 容：【疫学研究課】 

○三重県感染症情報センターについて 
【微生物研究課】 

○食中毒発生状況とその予防法 
【衛生研究課】 

○身近な漢方薬の話 
【資源循環研究課】 

○わかりやすい水質分析入門 
      【環境研究課】 
              ○自動車排ガスによる大気汚染について 
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Ⅵ その他 
 
○ ISO9001:2000 国際規格に基づく品質マネジメントシステムの運用と継続的改善 

適正で信頼性の高い食品衛生検査結果を提供し、顧客の信頼と満足を得るとともに、公衆衛生の向上

に寄与するため、ISO9001:2008 品質マネジメントシステム規格及び食品衛生法に基づくGLP基準に基づ

き、食品衛生検査業務の品質マネジメントシステムを運用し、JAB認定審査登録機関による外部審査を

受けるとともに、PDCA（Plan・Do・Check・Action）サイクルを的確に廻転させ、システム及びその有

効性の継続的改善を推進する。 
 
 
 
 
 

【刊行物】 
 

 
 １ 三重県保健環境研究所年報     ：年 1 回発行 
 
 ２ 三重県感染症発生動向調査事業報告書：年１回発行 
 
 ３ 三重県保健環境研究所ニュース   ：年 4 回発行 
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平成21年度 平成22年度

① いわゆる健康食品中の健康危害成分の試験法開発費 ― 243 Ｈ２２～Ｈ２３

② 健康危機発生時における化学物質迅速検査マニュアル策定検討調査 ― 812 Ｈ２２～Ｈ２４

③ 温泉のリスク管理を目的とした地下流体モデル研究費 1,248 1,122 Ｈ２０～Ｈ２２

① 一般依頼検査費 558 558 継続

② 放射能測定調査費 5,075 3,726 継続

③ 健康危機管理科学的対策費 1,248 905 継続

④ 保健環境研究所研修指導費 150 86 継続

① セラチア・リクファシエンスの細菌学的特性の解析費 ― 717 Ｈ２２

② エイズ対策に向けたパートナー検診の推進に関する調査研究費 ― 156 Ｈ２２

③ 遺伝子解析を用いた結核感染動向及び多剤耐性結核菌に関する研究 900 420 Ｈ１９～

① 地域健康課題の現状分析と対応戦略研究事業費 81 73 Ｈ２１～Ｈ２３

① 健康指標運用管理システムの改良及び健康寿命推計他各種データベースの更新

※ヘルシーピープルみえ・２１推進事業（再掲）

② 情報専門職養成研修

※地域保健関係職員等研修事業（再掲）

① 産業廃棄物不法投棄現場の環境修復に関する研究費 ― 452 Ｈ２２～Ｈ２４

① 環境大気中微小粒子状物質（PM2.5）の実態調査研究費 ― 213 Ｈ２２～Ｈ２４

② 大気環境保全経常試験研究費 ― 216 Ｈ２２～Ｈ２３

（細々）工場等から排出される揮発性有機化合物（VOC）分析法に関する研究

① 化学物質環境実態調査費 2,976 4,001 継続

① 水環境保全経常試験研究費 ― 659 Ｈ２２～Ｈ２４

（細々）有害化学物質による土壌汚染の自然・人為由来推定に関する研究

① 環境危機管理科学的対策費 237 213 継続

当初予算額（千円）
 基本事業別に取組むテーマ

― ―

32406：食の安全とくらしの衛生の確保のための調査研究・試験検査の推進

１．食品、医薬品、飲料水などの安全を確保し、くらしの安心を守る研究

２．食品、医薬品、飲料水などの安全を確保し、くらしの安心を守る検査と調査

32503：感染症対策のための調査研究・試験検査の推進

１．感染症の予防・まん延防止対策と医療を推進する研究

33106：県民の健康づくりのための調査研究・技術支援の推進

継続

― ― 継続

１．県民の健康づくりのための調査研究

２．県民の健康づくりのための技術支援

41104：廃棄物の減量化や環境危機対応のための調査研究・ 試験検査の推進

１．資源循環技術の研究の推進

※ 健康福祉部及び環境森林部から依頼を受けて実施する行政検査等を除く。

県民しあわせプラン・第二次戦略計画に基づく政策体系：保健環境研究所関連

41304：水環境の保全のための調査研究・試験検査の推進

１．環境負荷の低減、水環境汚染の未然防止・拡大防止を推進する研究

２．水環境保全施策を支える検査と調査

備考

41205：大気環境の保全のための調査研究・試験検査の推進

１．大気汚染の未然防止・拡大防止を推進する研究

２．大気環境保全施策を支える検査と調査

資料１ 
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資料３ 
保健環境研究所のミッションと今後めざすべき方向 

 
１ 地域保健・環境の現状・課題と保健環境研究所のミッション 
（１）地域保健・環境の現状・課題 

近年、国際交流の活発化や航空機による大量輸送の進展に加え、発展途上国の人口増加や開発による経

済成長が進展し、これまで知られていなかった感染症（新興感染症）が出現したり、近い将来克服される

と考えられてきた結核、マラリア等の再興感染症が人類に再び脅威を与えている。また、国民の食生活を

取り巻く環境の変化に対応するため、平成 15 年 5 月 23 日に食品安全基本法が制定公布されるとともに、

制定以来初ともいえる大改正食品衛生法が同月 30 日に公布され、両法とも同年 7 月 1 日施行されたが、

その後も、中国製冷凍餃子中毒事件、食品偽装問題、事故米の食用偽装転売問題、メラミン混入乳製品問

題等、国民の食の安全・安心を脅かす事案が後を絶たない状況が続いている。 
このような新興・再興感染症の脅威の高まりや、食の安全・安心を脅かす事案の増加のほか、無承認・

無許可で海外から輸入され、流通・使用される脱法医薬品等による健康被害の増加等への対応が喫緊の課

題となっている。 
一方、経済活動の進展に伴い資源・エネルギー消費が増加し、地球温暖化の進行、廃棄物の増加、化学

物質による環境リスクの上昇、生物多様性の損失、生態系の攪乱など、環境への負荷も依然として増大し

ており、低炭素社会や循環型社会、自然共生社会など持続可能な社会の実現に向け、環境保全や環境修復、

自然資源の適切な管理・利活用の促進への取組などが重要な課題となっている。とりわけ、本県において

は、産業廃棄物の不適正処理事案（行政代執行事案）への対応が喫緊の課題となっており、その環境修復

に向け、科学的・技術的に取り組むことが一層重要となってきている。 
 

（２）保健環境研究所の位置付けとミッション 
平成 9 年 3 月 14 日付け厚生省発健政第 26 号厚生事務次官通達に示された改正｢地方衛生研究所設置要

綱｣に「地方衛生研究所は、地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道

府県又は指定都市における科学的かつ技術的中核として、関係行政部局、保健所等と緊密な連携の下に、

調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行うこと」と規定されている。

また、「地域における健康危機管理に関する地方衛生研究所のあり方(厚生労働省、地域保健危機管理ガイ

ドライン、2001 年 3 月)」では、地方衛生研究所の役割として｢地域における健康危機管理に関しても、健

康危機発生時の保健所を中心とした一連の取組の中で、被害の拡大を可能な限り防ぐために最も重要な対

応の一つである迅速な原因物質の分析・特定について、地域における専門的知見や高度検査機能を有する

機関として協力連携を行うこと｣と規定されている。 
保健環境研究所は、これらの規定に基づき、県民が健康で安全・安心できるくらしを快適環境のなかで

享受でき、しあわせが実感できる社会の実現をめざして、三重県における「衛生」、「環境」に関する公設

試験研究機関としての役割を果たすため、行政ニーズ等を踏まえつつ、平時の試験検査、調査研究、公衆

衛生情報の収集・解析・提供、技術支援・研修指導等に的確に取り組むとともに、不測の健康危機や環境

汚染事故等の発生時には主担当部局の要請に従って、行政判断や行政措置に役立つ付加価値の高い科学

的・技術的根拠をより一層迅速・的確に提供できる組織をめざして継続的な機能強化を図っているところ

である。 
 
２．保健環境研究所ミッションの推進と今後めざすべき方向 
（１）調査研究課題の設定 
保健環境研究所のミッションを具体的に記述すると、地域の対人・対物保健状況のサーベイランスや、

環境質のモニタリング（試験検査や調査）を継続的に実施し、健康・環境危機発生の予兆を迅速・的確に

探知し、危機の未然防止や拡大防止に繋げ、危機が発生した場合は、その発生原因を迅速に究明し、原因

の除去、修復、原状回復、改善等に科学的・技術的に対応することである。また、このような対応の高度

化（迅速化・高精度化）を図るとともに、地域保健や環境創造に関する地域課題の解決に貢献するため、

行政ニーズと課題の優先性（緊急性・重要性）を勘案しつつ必要な調査研究に取り組むことである。 
このため、平成 20 年 4 月の組織再編を契機として、研究成果や新たな研究計画等について実務担当者

間で十分な情報共有及び意見交換を行ったうえで、行政ニーズ・課題に対応した調査研究計画の立案をめ

ざすことを目的として、関係部局・地域機関との「検査・研究の成果・課題等検討会」及び保健環境研究

所各研究課と関係事務事業主担室との「関係機関予算等連絡調整会議」を開催するなど、行政との連携強

化を図っている。また、関係事務事業主担室主催の担当課長・担当者会議や日常業務での双方向アクセス
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等を通じて、行政ニーズ・課題の把握に努め、健康福祉部、環境森林部のミッションや行政ニーズ・課題

の優先性（緊急性・重要性）を勘案しつつ、関係事務事業主担室と緊密な協議を行い、調査研究課題を設

定している。課題の内容は、新規性の高いものや解決に困難を伴うものが多く、研究のレベルも相当高度

であるが、各課題とも研究ロードマップによる的確な進行管理を行っている。 
しかしながら、「健康・安全」、「環境創造」に関する調査研究は、県民の関心も高まっている今日、積

極的に県民ニーズや事業者（団体）ニーズの把握に努め、将来を見据えた地域保健、環境創造の調査研究

に反映させることも重要である。また、調査研究の高度化・加速化や、有用性の高い成果の創出を図るた

め、課題・領域によっては必要に応じて産学官連携等を視野に入れた取組も検討する必要がある。 
近年、科学技術を通じて地域振興を図ろうとする取組が活発化しているが、その一方で、県の財政状況

は厳しく、科学技術関係予算及び研究員の定数は年々削減傾向にあり、調査研究活動の低下が懸念されて

いる。このため、地域保健、環境創造に関する地域課題解決や科学技術を通じた地域貢献をめざして、財

源の確保と、選択と集中による予算の最適配分はもとより、行政経営の一層の効率化と高品質化を図りつ

つ、競争的研究資金等外部資金の積極的な獲得による調査研究の高度化・加速化に取り組む必要がある。 
 

（２）調査研究体制 
平成 10 年度に（旧）科学技術振興センターが創設され、その傘下に県の試験研究機関が置かれ、試験

研究機関の相互連携や研究機能の強化が図られてきた。その後、試験研究機関の相互連携等を維持しつつ、

行政との連携を一層強化することを目的として、平成 19 年度末に（旧）科学技術振興センターが廃止さ

れ、（旧）保健環境研究部は健康福祉部及び環境森林部の共同所管となり、機関名称が保健環境研究所と

改称された。これに伴い、県政運営方針並びに健康福祉部長及び環境森林部長・理事のミッション及びマ

ネジメント方針に沿って、保健環境研究所と関係部局・地域機関との「検査・研究の成果・課題等検討会」

及び保健環境研究所各研究課と関係事務事業主担室との「関係機関予算等連絡調整会議」を開催するなど、

従前にも増して行政との連携強化を図っている。また、健康・環境危機発生時における迅速・的確な対応

を図るため、衛生部門研究課と環境部門研究課との連携・相互支援や、両部門によるプロジェクト研究等

への取組も推進している。さらに、農水商工部（科学技術担当）理事のミッション及びマネジメント方針

に沿って、同部所管の研究所との連携・協力も（旧）科学技術振興センター時代に培われた機能を活かし

て推進している。 
しかしながら、予算・人員等の制約のなか、一研究所が担える機能には自ずと限界が生じる可能性があ

る。このため、地方衛生研究所全国協議会及び地域支部や、全国環境研協議会及び地域支部による研究発

表会、研修会、講演会等の活動を通じて、地方衛生研究所及び地方環境研究所相互の機能と連携の強化を

図っているほか、国立感染症研究所（中央感染症情報センター）、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健

医療科学院、国立環境調査研修所、国立環境研究所等、関係機関との情報共有、連携、共同研究等を通じ

て、健康・環境危機発生時における円滑な技術支援の相互提供、組織機能の強化、人材育成等への取組を

推進している。また、「健康危機発生時における近畿 2 府 7 県地方衛生研究所の協力に関する協定（平成

18 年 8 月 18 日）」及び「東海北陸ブロック健康危機管理連絡協議会における相互支援に関する協定（平

成 18 年 12 月 1 日）」が締結され、健康危機が発生した地方公共団体が単独でその危機に対処することが

困難な場合は迅速かつ円滑に相互支援を行えるよう、平時から健康危機管理シミュレーション等の訓練や

専門家会議等への参加を通じて、連携・相互支援はもとより、組織機能の強化や人材育成に取り組んでい

る。 
今後は、健康・環境危機発生の広域化・複雑多様化等の可能性の高まりを勘案し、地方衛生研究所感染

性微生物分野で構築・運用が進められているレファレンスセンター機能（対応困難な機関の要請に応じて

対応可能な機関が中心となって試験検査等を行う機能）の充実強化や、地方衛生研究所の他分野及び地方

環境研究所への水平展開についても検討することが重要である。 
また、行政ニーズはもとより、県民ニーズや事業者（団体）ニーズを踏まえ、調査研究事業の企画・立

案及び産学官連携のコーディネート業務等を分掌する高度な専門技術職の役割が高まっており、これに相

応しい人材配置や人材育成も重要となっている。 
 

（３）調査研究成果の発信と活用 
調査研究成果は、論文・学会発表、ホームページ、季刊ニュース等により情報発信し、その調査研究事

業数は、平成 18 年度 31 件、19 年度 37 件、20 年度 36 件と基本事業の数値目標を大きく上回っており、

活発な調査研究活動と情報発信活動はもとより、これらの成果を各種施策推進のための科学的・技術的根

拠として提供・活用に努めている。 
また、県民の関心が高い感染症等の情報や調査研究成果については、保健所等関係機関との緊密な連携

のもと、保健環境研究所内に設置されている県感染症情報センターにおける全国屈指の取組により、ホー
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ムページやメーリングリスト等による活発な情報発信に努めている。 
 

（４）試験検査 
平時における地域の対人・対物保健状況のサーベイランスや環境質のモニタリングによる試験検査（調

査を含む。）及び健康・環境危機発生時における原因究明等のための試験検査は、関係部局・地域機関か

らの依頼により実施しており、その実施件数は依頼状況により変動するが、平成 18 年度 4,536 件、19 年

度 4,912 件、20 年度 4,619 件と基本事業の数値目標（合計）を大きく上回っており、行政ニーズに的確に

対応している。また、試験検査の結果は関係法令に基づく行政処分の科学的根拠として活用されている。 
今後は、これまで長年に亘って蓄積されてきた各種試験検査結果のデータベース化と地域特性やトレン

ド解析等にこれまで以上に一層取り組み、これら解析結果と現状試験検査結果との比較検討等を通じて現

状試験検査結果の高付加価値化を図り、今後の試験検査等への展開・活用を図ることが重要である。 
 

（５）研修指導 
健康福祉部、保健所、環境森林部、環境事務所、市町等の地域保健・環境関係の職員、その他関係者の

人材の養成及び資質の向上を目的として、地域保健、環境保全等に関する研修指導や、三重県職員社会貢

献活動基本方針（平成 21 年 1 月 15 日）にもマッチングする新医師研修、技術系大学（院）生のインター

ンシップ研修や中学生の職場体験学習等のニーズに対応するための研修指導に取り組んでおり、これらの

受講者数は、平成 18 年度 351 人、19 年度 701 人、20 年度 786 人と年々増加し、受講者本人はもとより受

講者が所属する機関からも高く評価されている。 
 

（６）人材育成・確保 
地方衛生・環境研究所は、「衛生」、「環境」に関する公設試験研究機関として、地域保健対策の推進及

び公衆衛生の向上・増進並びに環境創造に関する科学的・技術的中核機関として、地域における調査研究、

試験検査、研修指導、公衆衛生情報の収集・解析・提供といった従来からの業務はもとより、地域や広域

における健康・環境危機管理の科学的・技術的中核機関としての機能の充実強化が求められている。これ

に対応するには、所長と部門責任者は所又は部門のマネジメント能力と組織強化能力、部門責任者と担当

者は危機対応実務能力を備えておく必要があり、そのためには、平時から、健康危機発生時への対応を念

頭に置いた On the Job Training（OJT）の実施、Off the Job Training（OffJT）への職員派遣、健康・環境危

機管理シミュレーションの実施等を通じた適切な人材育成と、コンピテンシー（職務遂行能力）を有した

人員配置が重要である。 
保健環境研究所では、研究所のミッションを分かりやすく整理し、職員の危機管理意識の醸成に努める

とともに、OJT の実施はもとより外部専門研修等 OffJT への積極的な派遣、新規採用研究員の行政部門へ

の派遣研修をはじめ、調査研究課題のブラッシュ・アップ等を図るため、研究カンファレンスや学会発表

前のプレゼンテーション等に取り組み、研究員等の資質向上に努めている。 
今後は、平時はもとより健康・環境危機発生時における科学的・技術的中核機関としての機能強化を一

層推進するため、関係機関との危機情報の的確な共有、他地域における危機情報等の収集・分析・提供（共

有）、現地調査等に関する専門技術指導等に軸足を置いた教育・訓練、シミュレーションや、全体最適な

人員配置等に取り組む必要がある。 
また、研究員の人事異動は、研究員自身の視野を広げ、キャリアを高めるうえで必要と考えられるが、

公設試験研究機関の機能低下につながらないよう、全ての分掌業務に対して研究員を複数配置し、高度な

専門的知識・技術を有する研究員等による OJT 等を通じた知識・技術の継承に努めるとともに、中長期

展望に立った試験研究機関に相応しい計画的な人材開発と適正配置に努める必要がある。 
 

（７）研究施設・機器の整備 
保健環境研究所庁舎は平成 11 年に現在地に移転整備され概ね 11 年が経過したが、平成 23 年には中央

制御盤（主に空調等）のメンテナンス部品のメーカー供給が停止するため同設備本体の更新が必要となる

など、今後大規模な設備の更新等、施設の維持管理が課題となっている。 
また、庁舎移転の際に（旧）衛生研究所、（旧）環境科学センターから検査・分析機器等の備品を引き

継ぐとともに、多くの検査・分析機器が新たに購入整備された。その後概ね 11 年が経過し、機器の老朽

化や故障の発生が見られるようになっている。一方、分析技術の進歩、機器の高度化は著しく、行政検査

においても最新機器によらなければならないものも増加してきている。このような試験検査や調査研究に

用いる機器の修繕はもとより更新整備が課題となっている。 
このため、施設については、耐用年数を基準とした長期的な修繕計画のもと、優先性・重要性を考慮し

計画的な修繕を行っていく必要がある。 
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また、機器の更新整備については、高額な機器が多く財源確保が課題ではあるが、毎年度継続的に見直

し・改訂を行っている機器整備計画に基づき、大規模臨時的経費等により更新整備を推進していく必要が

ある。 
 

（８）調査研究評価システムの継続的改善 
保健環境研究所における調査研究評価システムは、調査研究活動を効率的・効果的に推進し、もって県

民の健康の維持及び増進、環境保全の推進、科学技術の振興等に資するため、研究所における調査研究課

題の設定、調査研究の内容、調査研究成果の有用性等について公正かつ客観的な評価を行うことを目的と

して、平成 12 年 8 月 12 日付けで調査研究評価委員会設置運営要領を制定施行し、（旧）科学技術振興セ

ンターの中でも最も早く調査研究評価（外部評価）に取り組んできている。評価の視点は、各研究課題の

必要性、緊急性、目標水準と新規性、目標達成の可能性、期待される効果の 5 項目に整理され、それぞれ

重要性（緊急性・優先性）を考慮して評価する方法が採用されており、（旧）科学技術振興センター研究

評価システムのモデルとされた優れたものである。このため、要領施行以降、抜本的な改正は行っていな

いが、研究計画書、研究報告書、研究評価票については、必要に応じて継続的な改善（要領の一部改正）

を図っている。 
近年、国（独立行政法人を含む。）や一部の地方公共団体の研究機関においては、「国の研究開発評価に

関する大綱的指針（平成 17 年 3 月 29 日）」、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（平成

17 年 9 月 26 日）」を踏まえ、研究所の調査研究活動を含む運営全般の評価を行い、評価結果を踏まえた

研究資源の適切な確保・配分及び運営上の問題点の改善等を通じ、研究機関としてのマネジメントの質的

向上及び調査研究活動の一層効率的・効果的な推進を図ることを目的とした「機関評価」が行われるよう

になってきている。 
一方、県においては、総合計画｢県民しあわせプラン｣を着実に推進するための行政運営システムとして、

全庁的に経営品質向上活動（活動状況の評価は 3 年毎に簡易アセスメントとして実施）、危機管理、環境

マネジメントシステム(ISO14001EMS)を県政のマネジメントベースに位置付け、PLAN（戦略計画）、DO
（率先実行取組）、SEE（政策評価システム)のサイクルによりスパイラルアップ・マネジメントが推進さ

れている。 
このような取組のなか、県の研究機関においては「機関評価」の有効性等について検討することは必要

と考えられるが、保健環境研究所は、前述したとおり、関係部局・地域機関からの依頼による試験検査業

務が全体業務の 80％近くを占めていることから、20％前後の調査研究業務をもとに「機関評価」を適切

に行うことは極めて困難と考えられ、「県民しあわせプラン｣のもとでは現行の行政運営システムに基づ

き、PDS サイクルを適切に廻転させ、組織機能及び運営のスパイラルアップを継続的に図っていくことが

重要である。 
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